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１.届出の電子申請方法 

1-1.ログイン（新規登録） 

 

  

  

大阪府行政オンラインシ

ステム利用者登録・G ビ

ズ ID・mydoorOsaka ID

のいずれかをお持ちの方

は、「ログイン」をクリ

ックしてください 

ID をお持ちでない方

は「新規登録」をクリ

ックし、利用者登録

をしてからログイン

してください 

大阪府行政オンライン

システムの利用者 ID

をお持ちの方はこちら

に ID 及びパスワード

を入力してください 

    

ID 及びパスワードを入

力後、ログインをクリ

ックしてください 

ログインはこちら 

ホーム ｜ 大阪府行政オンラインシステム 

https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/portal/home
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1-2.検索方法 

 

 

  

        

ログイン後、ホームの

「個人向け手続き」ま

たは「事業者向け手続

き」のいずれかを選択

してください 

 

申請できる手続き一覧の 

キーワード検索にて、 

「建設リサイクル」と入

力し、検索してください 

「建設リサイクル法に

基づく届出」をクリッ

クしてください 
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1-3.手続きの流れの確認 

 

 

 

手続きの内容を必ずご確認ください 

それぞれの工種の必要書類を確認してください 

電子申請の場合の別表様式は、指定の Excel 様式を

必ず添付してください 
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工事場所が対象の市町村か必ず 

確認してください 

別表の Excel 様式はこちらから

ダウンロードいただけます 

※電子申請専用の様式です 

     ｖ 

一番下までスクロール

して「次へ進む」をク

リックしてください 
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1-4.申請内容の入力方法 

○注意事項 

・代理者が届出を行う場合、システム利用者情報と代理者情報（委任状）が異なる届出は、

申請却下となります。 

・届出書の内容を入力フォームに沿って入力してください。 

・請負契約の場合は全５ページ、自主施工の場合は全４ページです。 

・必ず工事ごとに申請を行ってください。（１工事１申請） 

・同一契約内の工事で複数の工種にまたがる場合は、11 ページ目のとおり、該当する工種

を全て選択してください。（工種ごとに分けて申請いただいても結構です。） 

 

（１／５ページ） 

必須マークがある項目は必ず入力が必要です 

内容を確認し、「届出（民間

工事）」を選択してください 

大阪府入力欄のため、入力はしないでください 
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（１／５ページ） 

 

 

 

選択肢によって入力項目が変わりますのでご注意ください 

代理者(元請・下請・設計事務所・ハウスメーカー等の社員)が

提出する場合は「委任状」が必要になります 

委任状のアップロード箇所は入力項目の終盤にあります 

ｖ 

申請内容について、大阪府から問い合

わせる場合がありますので、担当者氏

名及び電話番号を入力してください 

大阪府入力欄のため、入力はしないでください 

自動で入力されます（届出日は申請日と同日） 
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（１／５ページ） 

 

○発注者又は自主施工者が「個人」の場合 

ｖ 

選択肢によって入力項目が変わりますので

ご注意ください 

 

発注者又は自主施工者の氏名を入力し

てください 

発注者又は自主施工者のフリガナを入

力してください（任意入力） 

電話番号は半角数字で入力して

ください（ハイフンなし） 

郵便番号を入力し、「住所を検索する」をクリ

ックすると、町名までが自動で入力されます 

町名に続けて、番地・建物名・部屋番号を必

ず入力してください。 

数字は半角で入力してください 
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（１／５ページ） 

○発注者又は自主施工者が「法人」の場合 

 

 

 

商号又は名称及び代表者の氏名を入力

してください 

商号又は名称及び代表者のフリガナ

を入力してください（任意入力） 

郵便番号を入力し、「住所を検索する」をクリ

ックすると、町名までが自動で入力されます 

町名に続けて、番地・建物名・部屋番号を必ず

入力してください。 

数字は半角で入力してください 

電話番号は半角数字で入力して

ください（ハイフンなし） 
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（１／５ページ） 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

「次へ進む」をクリ

ックしてください 

住宅の解体後等、転居を予定し

ている場合は、転居予定先及び

電話番号を入力してください 

転居予定先がない場合は入力不

要です 
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（２／５ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最初に工事場所の市町村を選択して

ください（アイウエオ順に並んでい

ます） 

選択肢にある市町村が工事場所に全

く含まれない場合は、届出先が異な

りますのでご注意ください 

 

※当該対象建設工事の施行範囲が複

数の行政庁の区域にまたがる場合

は、その区域を含む複数の通知受理

行政庁のすべてに対し同様の届出が

必要となりますので、ご注意くださ

い。 
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（２／５ページ） 

 

 

 

○建築物に係る解体工事の場合（工事対象床面積 80 ㎡以上が対象） 

解体する建築物の【構造】・【用途】・【階数】・【工事対象床面積】を入力してください。 

選択肢によって入力項目が変わりますのでご注意ください 

該当する工種を全て選択してください（工種ごとに分けて申請いただいても結構です） 

ｖ 

解体する建築物の構造を

全て選択してください  

入力の際の注意事項を必ず確認いただき、再度市町村名から工事場所

の入力をしてください（数字は半角で入力してください） 

建築物の解体工事の場合は、可能な限り住居表示で入力してください 
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（２／５ページ） 

 

○建築物に係る新築又は増築の工事の場合（工事対象床面積 500 ㎡以上が対象） 

新築又は増築する建築物の【用途】・【階数】・【工事対象床面積】を入力してください 

 
 

 

 

単位は入力不要です 

半角数字で入力してください 

複数棟ある場合は最大の階数

を入力してください 

単位は入力不要です 

半角数字で入力してください 

複数棟ある場合は延床面積の

合計を入力してください 

用途は 10 字以内で入力してください 

用途は 10 字以内で入力してください 
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（２／５ページ） 

 

○建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないものの場合 

（請負代金１億円以上が対象） 

修繕・模様替する建築物の【用途】・【階数】・【請負代金】を入力してください。 

単位は入力不要です 

半角数字で入力してください 

 

単位は入力不要です 

半角数字で入力してください 

複数棟ある場合は最大の階数

を入力してください 

単位は入力不要です 

半角数字で入力してください 

複数棟ある場合は延床面積の

合計を入力してください 

単位は入力不要です 

半角数字で入力してください 

複数棟ある場合は最大の階数

を入力してください 

万円単位の金額を入力してく

ださい 

単位は入力不要です 

半角数字で入力してください 

用途は 10 字以内で入力してください 



14 

 

（２／５ページ） 

 

 

○自主施工の場合 

現場担当者氏名を入力してください。（自主施工を選択した場合、３ページ目は表示されません。） 

※工事を一部でも他社に請け負わせる場合は自主施工には該当しませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

ｖ 

選択肢によって入力項目及びページ数が変わりますのでご注意ください 

 
 

 
 

 
 

「次へ進む」をクリ

ックしてください 
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○請負契約の場合 

元請業者の【氏名】・【フリガナ】・【電話番号】・【住所】を入力してください。 

 

商号又は名称及び代表者の氏名を入力

してください 

商号又は名称及び代表者のフリガナ

を入力してください（任意入力） 

郵便番号を入力し、「住所を検索する」をクリ

ックすると、町名までが自動で入力されます 

町名に続けて、番地・建物名・部屋番号を必

ず入力してください。 

数字は半角で入力してください 

電話番号は半角数字で入力して

ください（ハイフンなし） 
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（３／５ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

 

○建設業許可番号等の確認は 国土交通省 | 建設業者 検索 からご確認ください。 

○解体工事業登録番号等の確認は 解体工事業登録の申請、届出、証明等／大阪府（おおさか

ふ）ホームページ [Osaka Prefectural Government] の「解体工事業者一覧」からご確認くだ

さい。 

 

また、建築物等の解体工事の請負をする場合、元請人はもちろん、下請負人でもその工事請負

金額の大小にかかわらず、建設リサイクル法に基づき「解体工事業」の登録が必要です。本

店・支店の有無に関係なく、解体工事を行う都道府県ごとに解体工事業登録を行う必要があり

ます。 

ただし、建設業法の規定に基づく「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可のうちい

ずれかを受けている方は、解体工事業登録の必要はありません。 

なお、解体工事または解体工事を含む建設工事で、請負金額が 500 万円以上（建築一式工事に

含まれる工事にあっては請負金額が 1,500 万円以上）の工事を行う場合は、建設業法に基づき

建設業許可が必要です。 

選択肢によって入力項目が変わりますのでご注意ください 

ｖ 

https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuKensaku.do
https://www.pref.osaka.lg.jp/o130200/kenshin/kaitai/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/o130200/kenshin/kaitai/index.html
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（３／５ページ） 

○建設業許可の場合 

建設業許可の情報を入力してください。【建設業許可１～４】・【業種】・【主任技術者氏名】 

 

 

取得している業種が多岐に渡る場合は、当該工事に関係す

る工種のみ選択してください 

一般建設業の場合は「般」、特定建設

業の場合は「特」を選択してください 

必ず２桁の半角数字で入力してくださ

い（建設業許可は５年更新のため注意

してください） 

必ず６桁の半角数字で入力してください 

（「０」も入力してください） 
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（３／５ページ） 

 

○解体工事業登録の場合 

解体工事業登録の情報を入力してください。【解体工事登録１～３】・【技術管理者氏名】 

 

「大阪府知事」を選択してください 

※解体工事業登録の場合は、大阪府知事の登録を受けなけれ

ば、大阪府内で解体工事業ができませんのでご注意ください 

必ず２桁の半角数字で入力してください

（解体工事業登録は５年更新のため注意

してください） 

必ず４桁の半角数字で入力してください 

（「０」も入力してください） 
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（３／５ページ） 

 

（４／５ページ） 

 

建築物の解体工事：別表１ 

建築物の新築又は増築工事：別表２ 

建築物の修繕模様替等工事：別表２ 

建築物以外の解体工事又は新築工事

等：別表３ をアップロードしてくだ

さい 

※電子申請専用の Excel 様式を必ず使

用してください（PDF 等に変換はしな

いでください） 

 
 

 
 

 
 

「次へ進む」をクリ

ックしてください 

申請様式はこちら 

様式一覧（届出）／大阪府（おおさかふ）ホーム

ページ [Osaka Prefectural Government] 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o130180/kenshi_shinsa/recycle_index/todokede.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/o130180/kenshi_shinsa/recycle_index/todokede.html
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（４／５ページ） 

 

 

 

工事着手の年月日をそれ

ぞれ選択してください 

「次へ進む」をクリ

ックしてください 

      

着工の７日前までに届出が必要

となります 

注意事項を確認いただき、「届出

日から７日以降に工事着手する

場合」を選択してください 

工事完了の年月日をそれ

ぞれ選択してください 

様式の指定はありませんが、

Word、Excel、PDF、写真等

でアップロードしてください 
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（５／５ページ） 

○添付書類は、選択された工種（○ページ参照）によって異なりますのでご注意ください。 

 

 

【建築物の解体工事】を選択された場合は、解体

する建築物のカラー写真をアップロードしてくだ

さい 

【建築物の新築又は増築工事】を選択された場合

は、立面図をアップロードしてください（平面図

や断面図等、その他の図面は不要です 

【建築物の修繕・模様替等工事】を選択された場

合は、工事の概要がわかる設計図をアップロード

してください 

工事場所がわかるように、必ず○などの印を

付けてください 
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（５／５ページ） 

 

 

 

○石綿含有建材「あり」の場合 

建築物や工作物に含有している石綿含有建材の名称を入力してください。 

 

選択肢によって入力項目が変わりますのでご注意ください ｖ 

代理者が届出をする場合は、注意事項を必

ず確認し、委任状を添付してください 
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（５／５ページ） 

 

 

 

 

 

自由入力欄には記載不要ですが、届出書（様式第１号）に印

字されたい文言がありましたら、こちらに入力してください 

【参考】届出書に印字される箇所 

「自由入力欄」に入力した文言は、届出書の一番下に記載されます 

社内決裁用等、印字したい文言がありましたら、適宜ご利用ください 

 

「次へ進む」をクリ

ックしてください 
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1-5.申請内容の確認 

 

 

 

 

 

 

修正事項があった

場合、「修正する」

をクリックし、修

正してください 
 

 
 

 
 

 

申請内容に問題がな

ければ「申請する」

をクリックしてくだ

さい 

OK をクリックしてください 
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1-6.申請の完了 

この画面が表示されたら申請完了となります。記載されている内容を必ず確認し、申込番号

を控えるか、このページを印刷してください。 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

※こちらをクリックすると、入力内容が印字された届出書

（様式第一号）をダウンロードいただけますが、収受印の

受付日及び受付番号は、申請時点では印字されません。手

続き完了後に印字されますので、ご注意ください。 



26 

 

1-7.システムから送信されるメール  

○届出の申請後や、申請内容の確認開始時に、システムからメールが送信されます。 

 

+ 

【申請後のメール文例】 

【申請内容の確認開始のメール文例】 


